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Ⅳ
の
２

利用者の状態に合わ
せたサービスの実施

グループホームの特性上、直接的な身体介護が必要な利用者は少ないが、
汗をかきやすい利用者には必要に応じてシャワーを浴びれるように設備が
整っていたり、重い物を運ぶ際に手伝ったりと、個々の利用者の特性に応じて
きめ細やかな支援が行われている。毎月街まで行って、買い物や外食をする
機会を設けており、一人で街に出かけることが難しい利用者に対して休日の
支援も継続的に行われ、利用者の満足度も極めて高い。

Ⅰ 福祉サービスの基本
方針と組織

基本方針（①利用者の尊厳の確保②自立支援③地域との連携④安全の確保
⑤保護者との連携⑥地域の福祉センターとしての役割⑦人材の育成）は事業
計画書に明記されており、会議等で必要な都度確認し職員・世話人への周知
徹底を図っている。利用者には支援目標・内容の説明の際に説明し、保護者
には機関誌や面会日に説明して理解を深めている。組織的には、バックアップ
施設との連携を含めて、就労移行事業の重要な一角を占めている。

Ⅱ 組織の運営管理

社会福祉法人信和会の全体構成の中で、一つ一つの福祉施設の位置付けと
経営層・職員・世話人の役割・責任が、運営体制上（組織図・業務分担表・業
務マニュアル・会議一覧・勤務体制表・日程表など）で明確になっている。グ
ループホーム報告会を中心に、現場の意向を反映した意思決定と決定事項の
迅速な現場での実施・検証など、自立支援法に基ずく事業運営を、経営・現場
が一体となって進めていることは高く評価できる。

Ⅲ 適切な福祉サービス
の実施

個別支援計画を作成し、毎月の支援目標・支援方法と日々の状況が、状況報
告書・世話人日誌に記録され、毎月のグループホーム報告会で報告・検討さ
れている。支援方法には、「本人の主体性を尊重し、ゆとりある生活環境を提
供していく」と掲げられており、利用者が当番制で自分達の生活の役割を分担
することで自主性を育むことや、支援状況の情報交換など、３ホームとバック
アップ施設が協力して相乗効果を上げていることが、報告書・日誌などからも
覗える。

Ⅳ
の
１

個別のサービス提供
方針に基づいた適切
な支援

個別のサービス提供方針は、個人の「支援目標」「支援方法」として明記され、
毎月のグループホーム報告会にて確認されている。毎月の状況報告書には利
用者一人一人の状況及び評価が記録され、支援内容や方法の検討がなされ
ており、適切にサービスが提供されていることが確認できる。また、利用者調
査からも個々の利用者の要望について、誠実に対応しているとともに、個人に
応じたアドバイスや自立への取り組みを行っていることが覗われる。

Ⅳ
の
３

利用者の自主性と家
族との交流

利用者調査では「音楽を聴いている」「絵を描いている」「パズルをしている」等
個人個人で違った余暇の楽しみ方をしている様子が伺われる。金銭管理につ
いては、バックアップ施設である穴山の里にてしっかり管理されているが、
個々には賃金明細や利用料の明細などを渡し、自己管理できるように配慮し
ている。利用者の家族とは、年３回の帰省を設けると共に、日々の生活の中で
重要なこと（健康など）は連絡を取り合い、連携を密にしている。



⑦ 各評価項目にかかる第三者評価結果
別紙

⑥ 第三者評価結果に対する事業者のコメント

利用者４人の女性が夫々複雑な過去を持ち、訪ねてくる家族もほとんどいない境遇とは思えない、
落ち着いたそして穏やかな顔つき・振る舞いの中で、沢山お話ができ、グループホームの良さが強く感
じられる。世話人さんの親身のお世話と由緒ある神社（現在は神主さんはいない）の境内にある元神
主さんの広い住居のすがすがしさが、心のケアに役立っていると思われる。近くのリンネ工場に歩いて
通う利用者、同一法人の通所授産施設へ電車で通う利用者が、年齢差を感じさせない仲間意識で結
ばれている様子が見て取れる。仕事先の友人とカラオケに行ったり、自立移行・就労支援が着実に進
んでいることがよく分かる。

◇ 特に評価の高い点
④ 総評

今回の第三者評価結果をふまえ、法人としても、またバックアップ施設である「穴山の里」として、より
良いグループホームとして行きたい。

人生いろいろ・過去は乗り切れる・将来に向けて心豊かな生活を・これからが私の人生

”色々仕事をしたいが、自分に何が出来るかよく分からない””身体に故障はあるが、できることは何で
もやりたい””じっとしていると６年前に会った子どもを思い出す”など、気持の奥底でまだ生きている過
去を振りきり、何とかこれからのことを一生懸命考えて生き抜こうとしていることが見て取れる。新事業
体系の中で、パン・ケーキ・コーヒーの喫茶ルームの運営など、工場以外の働き場所があると、変化も
あり、楽しいのではなかろうか。

◇ 改善を求められる点
夜中に電気釜でご飯を勝手に炊いて食べてしまうので、健康管理の面から食材をホームに置かず

に、世話人さんが作って持ってきたものを、テーブルに並べるのが利用者の役割となっているようであ
るが、自立となると自炊も必要になってくると思われるので、ホームに置いておく食材の種類と量を制
限するなどして、一人で暮らせるような工夫も求められるのではなかろうか。近くのお店で食材を買っ
てきたり、火の元の管理などの面から、自炊制限も止む得ないのであれば、料理教室での実習なども
考えて見てはどうであろうか。

キーワード（３～５個）

⑤ 利用者調査からの「概評」



別紙 評価細目の第三者評価結果

評価
対象

評価
分類 評 価 細 目 NO

①理念が明文化されている
1 ⓐ ｂ ｃ

②理念に基づく基本方針が明文化されている
2 ⓐ ｂ ｃ

①理念や基本方針が職員に周知されている
3 ⓐ ｂ ｃ

②理念や基本方針が利用者等に周知されている
4 ⓐ ｂ ｃ

①中・長期計画が策定されている
5 ⓐ ｃ

②中・長期計画を踏まえた事業計画が策定されている
6 ⓐ ｃ

①計画の策定が組織的に行われている
7 ⓐ ｂ ｃ

②計画が職員や利用者に周知されている
8 ⓐ ｂ ｃ

①管理者自らの役割と責任を職員に対して表明してい
る 9 ⓐ ｂ ｃ

②遵守すべき法令等を正しく理解するための取り組み
を行っている 10 ａ ⓑ c

①質の向上に意欲を持ちその取り組みに指導力を発揮
している 11 ⓐ ｂ ｃ

②経営や業務の効率化と改善に向けた取り組みに指導
力を発揮している 12 ⓐ ｂ ｃ

①事業経営をとりまく環境が的確に把握されている
13 ⓐ ｂ ｃ

②経営状況を分析して改善すべき課題を発見する取り
組みを行っている 14 ⓐ ｂ ｃ

③外部監査が実施されている
15 ａ ｂ ⓒ

①必要な人材に関する具体的なプランが確立している
16 ａ ⓑ ｃ

②人事考課が客観的な基準に基づいて行われている
17 ⓐ ｂ ｃ

①職員の就業状況や意向を把握し必要があれば改善す
る仕組みが構築されている 18 ⓐ ｂ ｃ

②福利厚生事業に積極的に取り組んでいる
19 ａ ⓑ ｃ

①職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されてい
る 20 ⓐ ｂ ｃ

②個別の職員に対して組織としての教育・研修計画が
策定され計画に基づいて具体的な取り組みが行われて
いる

21 ａ ⓑ ｃ

③定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを
行っている 22 ⓐ ｂ ｃ

①実習生の受け入れに対する基本的な姿勢を明確にし
体制を整備している 23 ⓐ ｂ ｃ

②実習生の育成について積極的な取り組みを行ってい
る 24 ⓐ ｂ ｃ

①緊急時（事故、感染症の発生時など）の対応など利
用者の安全確保のための体制が整備されている 25 ⓐ ｂ ｃ

②利用者の安全確保のためにリスクを把握し対策を実
行している 26 ⓐ ｂ ｃ

(1)経営環境の変化等に適切に対応
している

(1)人事管理の体制が整備されてい
る
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されている

Ⅱ

組
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(3)職員の質の向上に向けた体制が
確立されている

(2)職員の就業状況に配慮がなされ
ている

３
安
全
管
理

(4)実習生の受け入れが適切に行わ
れている

(1)利用者の安全を確保するための
取り組みが行われている

２

人
材
の
確
保
・
養
成

山梨県福祉サービス第三者評価事業 共通基本項目

評 価 項 目 第三者評価結果

(1)理念、基本方針が確立されてい
る

Ⅰ

福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
基
本
方
針
と
組
織

１

理
念
・
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本
方
針

(2)理念や基本方針が周知されてい
る

(1)中・長期的なビジョンと計画が
明確にされている

(2)計画が適切に策定されている

(1)管理者の責任が明確にされてい
る



別紙 評価細目の第三者評価結果

評価
対象

評価
分類 評 価 細 目 NO

山梨県福祉サービス第三者評価事業 共通基本項目

評 価 項 目 第三者評価結果

①利用者と地域とのかかわりを大切にしている
27 ⓐ ｂ ｃ

②事業所が有する機能を地域に還元している
28 ⓐ ｂ ｃ

③ボランティア受け入れに対する基本姿勢を明確にし
体制を確立している 29 ⓐ ｂ ｃ

①必要な社会資源を明確にしている
30 ⓐ ｂ ｃ

②関係機関等との連携が適切に行われている
31 ⓐ ｂ ｃ

①地域の福祉ニーズを把握している
32 ⓐ ｂ ｃ

②地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行われてい
る 33 ⓐ ｂ ｃ

①利用者を尊重したサービス提供について共通の理解
をもつための取り組みを行っている 34 ⓐ ｂ ｃ

②利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュア
ル等を整備している 35 ⓐ ｂ ｃ

①利用者満足の向上を意図した仕組みを整備している
36 ⓐ ｂ ｃ

②利用者満足の向上に向けた取り組みを行っている
37 ⓐ ｂ ｃ

①利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備してい
る 38 ⓐ ｂ ｃ

②苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機能して
いる 39 ⓐ ｂ ｃ

③利用者からの意見等に対して迅速に対応している
40 ⓐ ｂ ｃ

①サービス内容について定期的に評価を行う体制を整
備している 41 ⓐ ｂ ｃ

②評価の結果に基づき組織として取り組むべき課題を
明確にしている 42 ⓐ ｂ ｃ

③課題に対する改善策・改善計画を立て実施している
43 ⓐ ｂ ｃ

①個々のサービスについて標準的な実施方法が文書化
されサービスが提供されている 44 ⓐ ｂ ｃ

②標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確
立している 45 ⓐ ｂ ｃ

①利用者に関するサービス実施状況の記録が適切に行
われている 46 ⓐ ｂ ｃ

②利用者に関する記録の管理体制が確立している
47 ⓐ ｂ ｃ

③利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化して
いる 48 ⓐ ｂ ｃ

①利用希望者に対してサービス選択に必要な情報を提
供している 49 ⓐ ｂ ｃ

②サービスの開始にあたり利用者等に説明し同意を得
ている 50 ⓐ ｂ ｃ

①事業所の変更や家庭への移行などにあたりサービス
の継続性に配慮した対応を行っている 51 ⓐ ｂ ｃ

①定められた手順に従ってアセスメントを行っている
52 ⓐ ｂ ｃ

②利用者の課題を個別のサービス場面ごとに明示して
いる 53 ⓐ ｂ ｃ

①サービス実施計画を適切に策定している
54 ⓐ ｂ ｃ

②定期的にサービス実施計画の評価・見直しを行って
いる 55 ⓐ ｂ ｃ

(2)サービスの継続性に配慮した対
応が行われている

(1)利用者のアセスメントが行われ
ている

(2)利用者に対するサービス実施計
画が策定されている

(1)質の向上に向けた取り組みが組
織的に行われているⅢ
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(2)関係機関との連携が確保されて
いる

(3)地域の福祉向上のための取り組
みを行っている

(1)サービス提供の開始が適切に行
われている

(1)利用者を尊重する姿勢が明示さ
れている

(2)利用者満足の向上に努めている

(2)個々のサービスの標準的な実施
方法が確立している

(3)サービス実施の記録が適切に行
われている

(3)利用者が意見等を述べやすい体
制が確保されている

(1)地域との関係が適切に確保され
ている



別紙 評価細目の第三者評価結果

評
価
対

評
価
分

評 価 項 目 評 価 細 目 NO

①個別のサービス提供方針を適切に作成している
1 ⓐ ｂ ｃ

②個別のサービス提供方針に基づいて、適切にサー
ビスが提供されている 2 ⓐ ｂ ｃ

①食事に関しては、おいしく楽しく食べられるよう
工夫されている 3 ⓐ ｂ ｃ

②入浴に関しては、利用者の希望や事情を反映した
支援を行っている 4 ⓐ ｂ ｃ

③排泄に関しては、利用者の状態に合わせた支援を
行っている 5 ａ ｂ ｃ ⓓ

④整容その他に関しては、利用者の状態に合わせた
支援を行っている 6 ⓐ ｂ ｃ

⑤利用者の健康を維持するための支援を行っている
7 ⓐ ｂ ｃ

⑥安定的で継続的なサービスを行っている
8 ⓐ ｂ ｃ

①利用者の自主性を尊重し、主体的にホームでの生
活が送れるような取り組みを行っている 9 ⓐ ｂ ｃ

②金銭管理その他利用者の財産を管理するための支
援を行っている 10 ⓐ ｂ ｃ ｄ

③ホームと家族との交流・連携を図っている
11 ⓐ ｂ c

第三者評価結果

障害者・児施設版付加基準 ⑤

Ⅳ
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(1)個別のサービス提供方
針に基づいた適切な支援に
ついて

(2)利用者の状態に合わせ
たサービスの実施について

(3)利用者の自主性と家族
との交流について


